
入 札 公 告

有田市民球場改修工事の入札について、条件付き一般競争入札を行うので次のとおり公告

する。

平成２３年７月２６日

有田市長 望 月 良 男

１ 入札に付する工事の概要

（１）工事年度・工事番号 平成23年度 第 号

（２）工 事 名 有田市民球場改修工事

（３）工事場所 有田市宮崎町地内

（４）工事概要 ・スタンド防水等改修工事 551.0㎡

・ブルペン増築工事（鉄骨造） 84.0㎡

・内外野昇降ネット、ワイヤー交換 ネット 7380.0㎡

ワイヤー 1022.0㎡

・フェンスラバー取替え及び新設 516.8㎡

【セーフティクッションｔ42mm】

・電光掲示盤（LEDﾓｼﾞｭｰﾙ） 1.0式

【チーム、選手、審判名、守備位置表示盤】

（５）工期 平成24年２月29日まで

（６）予 定 価 格 １４５，９５０，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む ）。

（７）調査基準価格 １２４，０５７，５００円（消費税及び地方消費税の額を含む ）。

（８）施工形態 単体企業

（９）本工事は、低入札価格調査制度の対象工事である。

（10）支払条件 前払金 有

部分払 無

（11）契約の保証 要

（12）議会の議決 不要

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げるすべての要件を満たしていること。

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。

(２) 建設業法（昭和24年法律第100号）第28条に基づく営業停止の処分を受けていない

者であること。

(３) 有田市の発注する建設工事の入札参加資格を有する者であること。

(４) 主たる事業所（本社・本店）又は入札参加資格申請書における委任先事業所（支社

・本社・営業所等）が有田市内にあり、過去３年間に有田市が発注する建築一式工事

部門の指名競争入札に参加した実績のある者であること。

(５) 建設業法に基づく建築工事業の特定建設業の許可を受けている者であること。

(６) 建設業法第27条の29第１項に定める総合評定値通知書における建築一式工事の総合



評定値（審査基準日が平成21年10月１日から平成22年９月30日までの期間内であるも

の）が600点以上であること。

(７) 有田市建設工事等契約に係る入札参加資格停止等の措置要綱（平成20年有田市訓令

第２号。以下「入札参加資格停止等措置要綱」という ）に基づく入札参加資格停止。

を受けている期間中でないこと。

(８) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更正手続または再生手続開始の決定を受けてい

る者を除く。

(９) 建築一式工事の国家資格を有する主任（監理）技術者を専任で配置すること。

３ 入札参加手続き等

（１） 本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申

請手続き等は要しない。

（２）設計図書等の閲覧期間及び閲覧場所等

ア 閲覧期間 平成23年７月26日（火）から平成23年８月５日（金）までの有田市の

休日を定める条例（平成３年有田市条例第23号）第１条に規定する市の休日（以下

「休日」という ）を除く日の午前10時から午後４時まで。

イ 閲覧場所 和歌山県有田市箕島50

有田市役所総務部財政課契約用度係

電話番号 ０７３７－８３－１１１１（内線２１８・２２３）

ウ その他設計図書等の電子データによる配布を希望する者は 未使用のＣＤ－Ｒ 書、 （

き換えが可能なＣＤ－ＲＷは不可 ）を持参すること。ただし、本入札に参加する。

ために必要な要件を満たさないことが明らかな者には配布しない。

（３）設計図書等に対する質問及び回答

ア 受付期間 平成23年８月３日（水）から平成23年８月10日（水）までの８日間

ただし、最終日の受付は午後４時までとする。

イ 受付方法 建設工事に係る条件付き一般競争入札（事後審査・郵送方式）実施要

領（平成20年10月１日施行。以下「実施要領」という ）に定める質。

問書により直接持参、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法

で提出すること。

ウ 受付場所 和歌山県有田市箕島50

有田市役所総務部財政課契約用度係

電話番号 ０７３７－８３－１１１１（内線２１８・２２３）

Ｆ Ａ Ｘ ０７３７－８２－１７２５

e-mail zaisei@city.arida.lg.jp

エ 回 答 日 平成23年８月22日（月）

オ 回答の閲覧方法 財政課に掲示し、有田市ホームページ（http://www.city.arid

a.lg.jp/）内に掲載する。

（４）現場説明会は、行わない。

４ 入札等

（１）入札書等提出期間及び提出先

ア 提出期間 平成23年８月24日（水）から平成23年８月30日（火）まで



イ 提 出 先 〒６４９－０３９９

郵便事業株式会社 箕島支店留

有田市役所総務部財政課契約用度係 行

（２）入札書等の提出について

ア 入札書等は、次の方法により郵送で提出すること。

（ア） 封筒に入札書、工事費内訳書、低入札調査基準価格を下回る応札を行う者は

低入札価格調査実施要領（平成15年８月１日施行 ）に基づく入札理由書を入。

れ、封筒の表面に開札日、工事年度・工事番号、工事名、工事場所、入札者の

商号又は名称 建設業許可番号 担当者の所属及び氏名並びに担当者連絡先 電、 、 （

話番号及びファクシミリ番号）を記載すること。

（イ） 入札書等は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、郵送

すること。

（ウ） 入札書等は、提出期間内に到達するように郵送すること。ただし、提出期間

の開始の日から終了の日までの(１)のイに示す郵便事業会社の受領日付が封筒

に表示されたものは、提出期限までに到達したものとする。

イ 提出期間以外で到達した入札書等は、理由の如何にかかわらず受理しないものと

する。

ウ 一度提出された入札書等の書換え、引換えまたは撤回は認めないものとする。

（３）入札書等の不受理について

実施要領第14条に掲げる入札書等は、不受理とする。

（４）入札の無効について

実施要領第15条に掲げる入札は、無効とする。

（５）失格について

実施要領第16条の各号に該当する者は、失格とする。

５ 開札等に関する事項

（１）開札は公開とする。

ア 開札日時 平成23年８月31日（水）午後３時

イ 開札場所 和歌山県有田市箕島５０

有田市役所 ３階 第３会議室

（２）落札予定について

落札予定日 平成23年９月１日（木） （低入札価格調査が無い場合）

（３）入札結果の公表

落札決定の翌日

（４）公表方法

開札状況及び入札結果は、財政課に掲示し、有田市ホームページ（http://www.cit

y.arida.lg.jp/）内に掲載するものとする。

６ 審査に関する事項等

（１） 入札参加資格要件の審査は実施要領第21条の規定に基づき提出された技術資料によ

り行う。

（２） 一度提出された技術資料の書換え、引換えまたは撤回は認めないものとする。

７ 低入札価格調査に関する事項



（１） 開札後、低入札調査基準価格を下回る応札を行った者は低入札価格調査実施要領に

基づく調査を実施する。

（２） 低入札価格調査基準価格を下回る応札を行った者は、低入札価格調査実施要領に基

づく各様式（入札理由書を除く ）を開札後、開札日の翌日までに提出すること。。

（３） 低入札価格調査を受けた者との契約については、次のとおり取り扱うものとする。

ア 契約の保証の額を請負代金額の10分の３以上とする。

イ 主任（監理）技術者の他に同等の要件を満たす専任の技術者の配置を求めること

がある。

８ 落札者の決定方法

（１） 予定価格（消費税及び地方消費税を除く ）の制限の範囲内で最低の価格をもって。

有効な入札をした者（低入札価格調査実施要領に基づく失格判定基準に該当すること

となった者、又は調査の結果、適合した履行がされないおそれがあると認められた者

を除く ）を落札者とする。。

（２） 入札執行者は、(１)の落札者に該当する者が２人以上あるときは、当該者にくじを

引かせて落札者を決定する。なお、当該者がくじ引きに参加できないときは、入札事

務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。

９ 留意事項

、 。入札の適正な競争性を確保するため １者のみが参加した入札は取り止めることとする

10 封筒の記載例

〒６４９－０３９９

郵便事業株式会社 箕島支店留

和歌山県有田市役所総務部財政課契約用度係 行
開札日 平成23年８月31日

工事年度・工事番号 平成23年度 第 号

工事名 有田市民球場改修工事

工事場所 有田市宮崎町地内

商号又は名称

建設業許可番号

担当者の所属及び氏名

担当者連絡先（電話番号）

担当者連絡先（ファクシミリ番号）


